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平成３０年度 白馬村一般会計及び特別会計並びに公営企業会計の 

決算審査意見書 
 

第１ 審査の対象 

  ○平成３０年度 白馬村一般会計歳入歳出決算 

 ○平成３０年度 白馬村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算 

 ○平成３０年度 白馬村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

  ○平成３０年度 白馬村下水道事業特別会計歳入歳出決算 

 ○平成３０年度 白馬村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 

 ○平成３０年度 白馬村水道事業会計決算 

 ○平成３０年度 基金の運用状況 

 

 

第２ 審査の期間及び場所 

  令和元年８月５日（月）から８月８日（木）まで 

  第一委員会室及び現場 

 

 

第３ 審査の手続き 

 村長より送付された各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調

書及び財産に関する調書並びに基金の運用状況について、担当課より説明をうけ、予算に定める目

的に従って事務事業が最も効果的、経済的に執行されているか、基金については設置目的に沿って

適正かつ効率的に運用されているか審査を実施した。また、事業内容により抽出した工事箇所及び

施設を精査した。審査にあたっての着目点は次のとおりである。 

○ 決算の計数に誤りはないか 

○ 予算の執行は、その目的に沿って、適正かつ効率的になされているか 

○ 財務に関する事務は、法令に適合し、適正になされているか 

○ 財産の管理は、適正になされているか 

○ 基金の運用管理は、適正になされているか 

 

 

第４ 審査の結果 
審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書は、実施した審

査の範囲内において、いずれも法令で定める様式を基準として作成されており、それぞれの計数は、

関係諸帳簿と符合していて正確であると認められた。 

また、各基金は所期の目的に沿って運用されており、それぞれ適正に管理されているものと認め

られた。財務に関する事務の執行についても、概ね適正に処理されているものと認められた。 

審査の概要及びこれらに対する意見及び要望は、次に述べるとおりである。 
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1 全体概要 

(1) 決算規模 

平成３０年度一般会計と特別会計を合わせた予算現額は、歳入歳出それぞれ、９２億８８１６万

５０００円であり、前年度と比較し９０５万１０００円（０．１％）の減である。 

 

決算額については 

 歳入  ９１億３０４万５８１７円 （前年度比 ４．９％増）執行率９８．０％    

 歳出  ８９億７５１５万３８０円 （前年度比 ６．９％増）執行率９６．６％ 

前年度と比較し、歳入が４億２５３６万５３６８円の増、歳出も５億８２３０万５５９円の増で

ある。歳入歳出差引額は前年度と比較し、１億５６９３万５１９１円の減である。 

一般会計と特別会計の決算状況は、次のとおりである。 

 なお、決算額には、一般会計と特別会計間の繰入額や繰出額が含まれている。 

 
(2) 決算収支（実質収支）状況 

決算収支（実質収支）の状況は、次のとおり。                 （単位：円・％） 

 

実質収支に関しては、一般会計及びそれぞれの特別会計ともに黒字である。 

 

 

(単位：円・％) 

年度 区分 予算現額 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額 翌年度繰越額 

30 

一般 7,254,591,000 7,052,352,983 6,977,699,078 74,653,905 248,899,000 

特別 2,033,574,000 2,050,692,834 1,997,451,302 53,241,532 0 

計 9,288,165,000 9,103,045,817 8,975,150,380 127,895,437 248,899,000 

29 

一般 7,074,148,000 6,453,422,043 6,215,376,329 238,045,714 822,591,000 

特別 2,223,068,000 2,224,258,406 2,177,473,492 46,784,914 5,500,000 

計 9,297,216,000 8,677,680,449 8,392,849,821 284,830,628 828,091,000 

増
減
比 

一般 180,443,000 598,930,940 762,322,749 △163,391,809 △573,692,000 

特別 △189,494,000 △173,565,572 △180,022,190 6,456,618 △5,500,000 

計 △9,051,000 425,365,368 582,300,559 △156,935,191 △579,192,000 

増
減
率 

一般 2.6 9.3 12.3 △68.6 △69.7 

特別 △8.5 △7.8 △8.3 13.8 0 

計 △0.1 4.9 6.9 △55.1 △69.9 

区分 30年度 29年度 増減比 増減率 

歳入総額 
一般会計 7,052,352,983 6,453,422,043 598,930,940 9.3 

特別会計 2,050,692,834 2,224,258,406 △173,565,572 △7.8 

歳出総額 
一般会計 6,977,699,078 6,215,376,329 762,322,749 12.3 

特別会計 1,997,451,302 2,177,473,492 △180,022,190 △8.3 

形式収支 

（差引額） 

一般会計 74,653,905 238,045,714 △163,391,809 △68.6 

特別会計 53,241,532 46,784,914 6,456,618 13.8 

翌年度へ繰り 

越すべき財源 

一般会計 10,331,000 124,764,000 △114,433,000 △91.7 

特別会計 0 450,000 △450,000 △100.0 

実質収支 
一般会計 64,322,905 113,281,714 △48,958,809 △43.2 

特別会計 53,241,532 46,334,914 6,906,618 14.9 
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(3) 財政状況                            （単位：千円・％） 

区分 30年度 A 29年度 B 増減比 
A-B 

参考 
28年度 

参考 
27年度 

参考 
26年度 

標準財政規模 3,472,011 3,489,414 △17,403 3,483,264 3,454,326 3,390,236 

財政力指数 0.452 0.447 0.005 0.444 0.442 0.442 

経常収支比率 81.2 76.6 4.6 76.2 80.1 80.5 

財政調整基金残高 647,730 771,998 △124,268 681,101 455,303 650,982 

公債費負担比率 13.4 12.4 1.0 11.6 11.1 13.2 

実質公債費負担比率 9.9 9.4 0.5 10.0 10.9 11.8 

   

 

①標準財政規模 

普通地方交付税を含めた、標準的な状態で通常収入があるとされる経常的な一般財源の規模を示

す数値である標準財政規模は、３４億７２０１万１０００円で、前年度より１７４０万３０００円

の減である。 

 

②財政力指数 

平成３０年度の財政力指数は0.452で、前年度より0.005ポイント増である。財政力指数とは交付

税算定における基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値で、３か年の数値を平均したもので

ある。財政力指数が１.０を超える地方公共団体には普通交付税が交付されない。 

 

③経常収支比率 

財政構造の弾力性を判断する指標である経常収支比率は、平成３０年度では８１．２と前年度よ

り４．６ポイント増加した。経常収支比率とは経常的経費に充当された一般財源の額が、経常一般

財源、減収補填債（特例分）及び臨時財政対策債の合計額に占める割合であり、数値が増加した。 

 

④財政調整基金と減債基金 

平成３０年度末の財政調整基金現在高は、６億４７７３万３１５円（1億2426万7521円減）、減債

基金現在高は２億１６９９万６１８９円（21万6654円増）となっている。    

なお、決算書中で３０年度に支出した財政調整基金の積立額は７３万２４７９円であるが、平成

２９年度決算のおりに地方自治法第２３３条の２の規定により実質収支額から６０００万円を財政

調整基金に繰り入れ、年度中に１億８５００万円を取り崩し、差し引き１億２４２６万７５２１円

の減となっている。 

 

⑤実質公債費比率 

経常一般財源が公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずる支出（普通交付税措置

分を除く。）に充当された割合を示した「実質公債費比率」の３か年平均の数値は、災害復旧事業

債の元金償還開始などにより０．５ポイント増の９.９％である。 

 

(4) 地方債現在高 

一般会計及び特別会計の決算による地方債の現在高は、次のとおり。    （単位：円・％） 

区分 30年度 29年度 増減比 増減率 

一般会計 7,000,038,374 6,294,241,042 705,797,332 11.2 

特 
会 

下水道事業 4,399,202,156 4,666,447,081 △267,244,925 △5.7 

農業集落排水事業 20,476,601  21,933,677 △1,457,076 △6.6 

合計 11,419,717,131 10,982,621,800 437,095,331 4.0 

一般会計は学校給食センター建設事業等により増加。特別会計の地方債現在高は順調に減少して

いる。 
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２ 一般会計  
(1) 概要  

 

   決算額 

  歳入 ７０億５２３５万２９８３円  

    歳出 ６９億７７６９万９０７８円  

 

歳入総額から歳出総額を差引した額（形式収支）は７４６５万３９０５円となっているが、この中には翌年度に

繰越す財源が１０３３万１０００円含まれている。翌年度繰越財源を差引いた３０年度決算の収支（実質収支）

は、６４３２万２９０５円である。前年度の実質収支と比較（単年度収支）すると４８９５万８８０９円の減である。 

 

決算収支状況                              (単位：円・％) 

 
(2)歳入 

①決算規模  

歳入決算は、次のとおり。                        （単位：円・％） 

区分 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
予算現額と収入 

済額との比較 
収入率 
(調定比) 

30 7,254,591,000 7,651,547,116 7,052,352,983 51,289,009 547,905,124 △202,238,017 92.2 

29 7,074,148,000 7,554,738,007 6,453,422,043 27,906,604 1,073,409,360 △620,725,957 85.4 

増減比 180,443,000 96,809,109 598,930,940 23,382,405 △525,504,236 △418,487,940 -- 

増減率 2.6 1.3 9.3 83.8 △49.0 △67.4 -- 

 

 

②款別歳入決算の概要 

第１款 村税                            （単位：円・％） 

区分 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 
収入率 
（調定比） 

30 1,411,464,000 1,831,870,870 1,471,244,737 51,289,009 309,337,124 80.3 

29 1,401,823,000 1,886,592,118 1,483,103,154 27,906,604 375,582,360 78.6 

増減比 9,641,000 △54,721,248 △11,858,417 23,382,405 △66,245,236 --- 

増減率 0.7 △2.9 △0.8 83.8 △17.6 --- 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 30年度 29年度 増減比 増減率 

歳入総額 7,052,352,983 6,453,422,043 598,930,940 9.3 

歳出総額 6,977,699,078 6,215,376,329 762,322,749 12.3 

形式収支（差引額） 74,653,905 238,045,714 △163,391,809 △68.6 

翌年度へ繰り越すべき財源 10,331,000 124,764,000 △114,433,000 △91.7 

実質収支 64,322,905 113,281,714 △48,958,809 △43.2 
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税目別の収入状況                            (単位：円・％) 

区分 
収入済額 

増減比 増減率 
30年度 29年度 

村 

 

 

 

 

 

税 

村 民 税 416,887,426 403,622,311 13,265,115 3.3 

 個人 村民税 330,774,053 322,561,511 8,212,542 2.5 

法人 村民税 86,113,373 81,060,800 5,052,573 6.2 

固定資産税 904,822,364 928,109,562 △23,287,198 △2.5 

 固定資産税 902,859,364 926,277,362 △23,417,998 △2.5 

所在交付金 1,963,000 1,832,200 130,800 7.1 

軽自動車税 32,056,300 30,811,500 1,244,800 4.0 

たばこ税 74,535,097 76,425,731 △1,890,634 △2.5 

入 湯 税 42,943,550 44,134,050 △1,190,500 △2.7 

合   計 1,471,244,737 1,483,103,154 △11,858,417 △0.8 

 

第２款 地方譲与税ほか                         （単位：円・％） 

款及び科目名 
決 算 額 

増減比 増減率 
30年度 29年度 

第２款 地方譲与税 68,741,000 68,299,000 442,000  0.6 

第３款 利子割交付金 1,619,000 1,373,000 246,000 17.9 

第４款 配当割交付金 2,762,000 3,286,000 △524,000  △15.9 

第５款 株式等譲渡所得割交付金 2,334,000 3,584,000 △1,250,000  △34.9 

第６款 地方消費税交付金 197,817,000 189,634,000 8,183,000 4.3 

第７款 自動車取得税交付金 16,432,000    17,658,000 △1,226,000 △6.9 

第８款 地方特例交付金 3,342,000 2,494,000 848,000 34.0 

第10款 交通安全対策特別交付金 1,299,000 1,383,000 △84,000 △6.1 

合       計 294,346,000 287,711,000 6,635,000 2.3 

 

第９款 地方交付税 

普通交付税の決算額は、１５億９８３５万１０００円で、前年度と比較し６６４万８０００円の増（0.4％）である。ま

た、特別交付税は、３億８００３万９０００円で、前年度と比較し５００８万９０００円の増（15.2％）となっている。こ

れは地方創生推進交付金事業などにより増額となっているが、白馬村の特殊事情により毎年変動する。 

 

第11款 分担金及び負担金 

分担金及び負担金の決算額は、９５２０万８８２６円で、前年度と比較し５７０９万４２１６円の増（149.8％）とな

っている。これは観光費負担金が主な要因である。 

 

第12款 使用料及び手数料 

使用料及び手数料は、７６４５万６８５０円で、前年度と比較し３８９万５６２３円の減（△4.8％）となっている。

ごみ処理の広域化により、村指定のごみ袋の販売が終了したことによる販売手数料の減額が主な要因である。 

 

第13款 国庫支出金 

国庫支出金は、４億８７１９万８６８５円で、前年度と比較し８６１万２６８１円の増（1.8％）となっている。調定ベ

ースでみると５億３５５６万６６８５円であり、収入未済額４８３６万８０００円は、小中学校空調設備設置工事補助

金に伴う国庫負担金及び公共土木施設災害復旧負担金が主なものであり、令和元年度に繰り越すこととな

る。 

 

 

 



 

- 6 - 

 

第14款 県支出金 

県支出金は、２億６６３７万７６４９円で、前年度と比較し１２３８万４８５８円の減（△4.4％）である。 

 

第15款 財産収入 

財産収入は ２０６１万５４４０円で、前年度と比較し２７９万２１６３円の減（△11.9％）である。村有地売払収

入の減が主なものである。 

 

第16款 寄附金 

寄附金は、２億６４４１万１０５８円で、前年度と比較し５００９万７５５６円の増（23.4％）である。内訳は、一般

寄附金１万円、ふるさと白馬村を応援する寄附金２億６２３７万１０５８円、災害見舞金３万円、ふるさと白馬ひと

づくり寄附金２００万円である。 

 

第17款 繰入金 

繰入金は、４億２９１１万円で、前年度と比較し６３７８万８０００円の増（17.5％）である。これは、財政調整

基金から１億８５００万円、ふるさと白馬村を応援する基金から２億２２１０万円、義務教育施設整備基金から  

２０００万円の繰り入れが主な要因である。 

 

第18款 繰越金 

繰越金は、１億７８０４万５７１４円である。内訳は２９年度一般会計繰越金が５３２８万１７１４円、２９年度から

の繰越事業の財源が１億２４７６万４０００円である。なお、平成３０年度決算においての歳入歳出差引額は、 

７４６５万３９０５円であるが、繰越明許費１０３３万１０００円を令和元年度事業に繰り越している。その財源は繰

越金として３０年度会計に入らないので、繰越財源１０３３万１０００円を控除した実質的収支額は６４３２万 

２９０５円となる。このうち地方自治法第２３３条の２の規定により３３００万円を財政調整基金に繰り入れたため、

令和元年度への繰越金は３１３２万２９０５円となる。 

 

第19款 諸収入 

 諸収入は、２億４０５８万３０２４円で、前年度と比較し４５４３万４４０５円の増（23.3％）である。スポーツ振興事

業（TOTO）助成金の増額が主なものである。 

 

第20款 村債 

村債は、１２億５０３６万５０００円で、前年度と比較し２億４９０１万４０００円の増（24.9％）である。通常事業分

に加えて、学校給食センター建設に伴う６億１９０万円が主な起債となっている。 

普通交付税の交付に変えて借入限度額が算定される臨時財政対策債は、３０年度も１億８３２６万５０００円

の発行となっている。なお、村債の収入未済額１億３７３０万円は令和元年度に繰り越す事業の財源であり、

学校教育施設等整備事業債（学校環境整備事業）１億２０３０万円が主なものである。 
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(3) 歳出 

①決算規模 

歳出決算は、次のとおり。                      （単位：円・％） 

区分 予算現額 支出済額 
翌年度 

繰越額 
不用額 

執行率 

（予算比） 

30 7,254,591,000 6,977,699,078 248,899,000 27,992,922 96.2 

29 7,074,148,000 6,215,376,329 822,591,000 36,180,671 87.9 
増減比 180,443,000 762,322,749 △573,692,000 △8,187,749 --- 
増減率 2.6 12.3 △69.7 △22.6 --- 

 

主な歳出（目的別決算規模順）※決算書ベースなので成果説明書と異なります。 

教育費   13億7151万8199円（19.7％）    衛生費    5億3789万8056円（7.7％） 

総務費   10億8453万2661円（15.5％）    諸支出金  2億7329万 631円（3.9％） 

 民生費   10億4510万9623円（15.0％）    消防費    2億 890万9518円（3.0％） 

 土木費   10億4080万3141円（14.9％）    農林業費   1億7154万6476円（2.5％） 

 公債費    5億8176万 730円（ 8.3％）    議会費      7376万6331円（1.1％） 

 観光商工費 5億6725万1714円（ 8.1％）    災害復旧費   2131万1998円（0.3％） 

 

 

②款別歳出決算の概要 

第１款 議会費 

議会費は、７３７６万６３３１円で、前年度と比較し１４９万４５０４円の減（△2.0％）で、議員共済負担金 

４７万５２００円、会議録反訳料４６万１１１８円が主な減である。 

 

第２款 総務費  

総務費は、１０億８４５３万２６６１円で、前年度と比較し８６７３万６７５６円の増（8.7％）である。増額の要

因となっている主なものは、ふるさと納税事業として５４４８万４３７７円、ふるさと白馬村を応援する基金積

立５１０４万４７７５円である。 

 

第３款 民生費 

民生費は、１０億４５１０万９６２３円で、前年度と比較し６６８２万８９０１円の減（△6.0％）である。平成２９

年度において、ふれあいセンター外部改修工事とデイサービスセンター屋根修繕工事及び臨時福祉給

付金事業が完了したため、平成３０年度は減となっている。 

 

第４款 衛生費 

衛生費は、５億３７８９万８０５６円で、前年度と比較し４億４８７７万５８０４円の減（△45.5％）である。北

アルプス広域連合へのごみ処理広域化推進負担金の減などが主な要因である。 

 

第５款 農林業費 

農林業費は、１億７１５４万６４７６円で、前年度と比較し１６７４万４１８０円の減（△8.9％）である。農業

基盤整備促進事業１２８４万２００円とほ場整備事業８０２万４３２５円の減が主な要因である。 

 

第６款 観光商工費 

観光商工費は、５億６７２５万１７１４円で、前年度と比較し１億５７６０万３２４０円の増（38.5％）である。

地方創生推進交付金事業のHakuba Valley世界に冠たる通年型マウンテンリゾートの実現に向けたグラ

ンピング等によるアクティビティ強化・魅力増強事業1億５５００万円の増が主な要因である。 
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第７款 土木費 

土木費は、１０億４０８０万３１４１円で、前年度と比較し１７９３万８００８円の増（1.8％）である。除雪委託

料３３２４万２８９６円の減となっているが、村道改良起債事業1億１８９７万７５２１円と都市計画基礎調査

及び基盤図修正委託料１３１２万２０００円が主な増である。 

 

第８款 消防費 

消防費は、２億８９０万９５１８円で、前年度と比較し２３９２万３８３２円の減（△10.3％）である。神城断層

地震に伴う災害対策費として、応急仮設住宅解体による飯森グランド復旧工事費１８９８万６４００円の減

が主な要因である。 

 

第９款 教育費 

教育費は、１３億７１５１万８１９９円で、前年度と比較し９億３３８４万６９３４円の増（213.4％）である。学

校給食センター建設工事事業８億１５６１万６０００円（設計監理委託料、工事請負費のみ）、南部グランド

改修工事事業１億２００９万６０００円（設計監理委託料、工事請負費のみ）により大幅な増となっている。 

 

第10款 災害復旧費 

災害復旧費は、２１３１万１９９８円で、前年度と比較し８９６万４９６３円の増（72.6％）である。平成３０年

度の主な災害復旧事費は、農林業施設６３０万８３９８円、公共土木施設１５００万３６００円である。 

 

第11款 公債費 

公債費は、５億８１７６万７３０円で、前年度と比較し５９８６万９３３４円の増（11.5％）である。 

 

第12款 諸支出金 

諸支出金は、２億７３２９万６３１円で、前年度と比較し５５１３万７３５円の増（25.3％）である。ふるさと白

馬村を応援する寄附金の積立て５１０４万４７７５円の増が主な要因である。 

 

第13款 予備費 

予備費とは、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、地方自治法２１７条により設けなけれ

ばならないものとされているものであり、平成３０年度においては支出されていない。 
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３ 特別会計 
（1）概要 

平成３０年度の特別会計は４会計であり、いずれも実質収支は黒字でる。 

   決算額   歳入 ２０億５０６９万２８３４円  

         歳出 １９億９７４５万１３０２円  

         差引     ５３２４万１４３２円  

翌年度へ繰り越すべき財源は、ありませんでした。 

 

決算収支（実質収支）の状況は、次のとおり。             （単位：円・％） 

区 分 30年度 29 年度 増減比 増減率 

歳 入 総 額 2,050,692,834 2,224,258,406 △173,565,572 △7.8 

歳 出 総 額 1,997,451,302 2,177,473,492 △180,022,190 △8.3 

形式収支（差引額） 53,241,532 46,784,914 6,456,618 13.8 

翌年度へ繰り越すべき財源 0 450,000 △450,000 △100.0 

実 質 収 支 53,241,532 46,334,914 6,906,618 14.9 

 

一般会計からの繰入金の状況 （ ）内は前年度 

国民健康保険事業勘定特別会計   103,912,105円 （112,773,129円）   

後期高齢者医療特別会計      1,647,000円 （ 1,411,000円） 

下水道事業特別会計       350,000,000円 （310,642,000円） 

農業集落排水事業特別会計      2,593,000円 （  2,484,000円） 

 合計              458,152,105円 （427,310,129円） 

 

 

(3) 各特別会計の決算の概要 

 
①国民健康保険事業勘定特別会計 

歳入決算額は、１１億２０８４万３００５円で、前年度と比較し２億７７１１万９３０６円の減（△19.8％）である。

平成３０年度から国民健康保健事業の運営が村から長野県に移行となったことから、県から給付費等の必

要経費分を含む交付金７億１２３０万８４６１円が交付され、歳出では、国民健康保険事業費納付金 

３億１４２３万７２１８円を医療費分、後期高齢者支援金等分、介護給付費分として県に納付となっている。 

国民健康保険税の収納状況は、現年課税分２億４８５３万８７３７円、徴収率98.4％、滞納繰越分を含む

全体では２億５８５１万１２５３円、徴収率90.8％である。 

 

②後期高齢者医療特別会計 

歳入決算額は、８９６３万５２３３円で、前年度と比較し７１７万９５７５円の増（8.7％）である。うち、保険料の

収納状況は６５９８万５７００円で現年度賦課分の徴収率は99.38％である。還付未済額が１万６５００円、未

収額は４２万６６００円である。 

歳出決算額は、８９４８万２７９３円で、前年度と比較し７２４万６８６８円の増（8.8％）である。後期高齢者医

療の保険者は長野県後期高齢者医療広域連合であるため、歳出の主なものは広域連合負担金８７８３万

４０２２円で、前年度と比較し７４６万８０５５円の増（9.3％）である。これは保険料徴収の伸びに伴うものであ

る。 

 

③下水道事業特別会計 

歳入決算額は、８億３６６３万７１３２円で、前年度と比較し９６２１万４９２５円の増（13.0％）である。一般会

計繰入金は、前年度より３９３５万８０００円の増、浄化センター施設更新事業に伴う国庫補助金４４４０万円

の増が主なものである。使用料の徴収状況は、１億９５１５万５９８０円で徴収率は93.2％である。 
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歳出決算額は、８億２３４８万１６３４円で、前年度と比較し８６５７万３２５３円の増（11.7％）である。平成３０

年度の浄化センター施設更新事業では、汚泥脱水機・監視制御設備の更新工事を実施し、１億６３２５万

円である。 

 

④農業集落排水事業特別会計 

歳入決算額は、３５７万７４６４円で、前年度と比較し1５万９２３４円の増（4.7％）である。主な歳入は一般

会計繰入金２５９万３０００円と使用料９２万９６０円である。なお、使用料に収入未済額はない。 

歳出決算額は、３５６万７３７９円で、前年度と比較し１５万９１８６円の増（4.7％）である。野平地区の経費

のみで、公債費は１７８万４４５２円で、前年度と比較し２８万６４２４円の増、施設維持管理費は１７３万 

７２９３円で、前年度と比較し１５万６８６４円の減となっている。 

 

 

４ 公営企業会計（水道事業会計） 
 

決算の概要 

 収益的収入は、水道事業収益が３億３４９１万８８７３円で、前年度と比較し１２１４万７５３２円の増（3.8％）

である。営業収益は３億３６２万７９４２円で、前年度と比較し１４３９万２２３８円の増（5.0％）である。営業収益

を消費税抜きで比較すると１３３５万２９７１円の増ということになる。給水口数は５９口の増、年間配水量は５万

７５５５㎥の増となっており、新規加入者の増によるものである。また、営業外収益が３１２８万２４７１円と前年度

に比較し２２４万８５６６円の減となっている。これは減価償却分の収益化であるので、実際に現金が動いたも

のではない。 

収益的支出は、水道事業費用が２億５７５５万１１６９円で、前年度と比較し１４５２万７６２５円の減（△5.3％）

である。営業費用は２億２９６３万８３６６円で、前年度と比較し１３８１万６２５３円の減（△5.7％）である。これも

消費税抜きで比較すると１２９２万７０３９円の減となる。また、営業外費用は２７１９万８０２３円で、前年度と比

較し３７万３３２円の減である。特別損失として過年度損益修正損７１万４７８０円の決算額である。 

 

 資本的収入は、１６５８万３１１３円で、前年度と比較し５０７万１９８円の増である。内訳は工事負担金 

９４７万５２００円、出資金７１０万７９１３円である。また、資本的支出は１億１１３万４３３１円で、前年度と比較

し１３０４万８７３５円の増（14.8％）である。委託料の増が主な要因である。資本的収支において８４５５万 

１２１８円が不足することになるが、消費税及び地方消費税資本的収支調整額２１１万２８６０円と過年度分

損益勘定留保資金８２４３万８３５８円で補填している。 

 

３営業外収益（４）長期前受金戻入は、国庫補助金で取得した固定資産の減価償却分を計上するもので

ある。これについては減価償却分ということであるので、現金が動くものではない。なお、平成３０年度の決算

額は３０２０万５８０９円である。 

 

平成３０度の未処分利益剰余金は７６４３万５９３４円である。当年度純利益は７４６６万５５７９円であるが、

この中には前述の固定資産減価償却分を収益化した３０２０万５８０９円が含まれている。今後議会の議決を

得るなかで、剰余金は建設改良積立金の積立てに７０００万円を組み入れていく計画である。 

 

 貸借対照表では、資産の部の資産合計２７億７０９０万６６２６円と前年度に比較し７４７万５６４２円の減であ

る。負債の部の負債合計９億８１９５万７８１６円と前年度に比較し８９２４万９１３４円の減、資本の部の資本合

計１７億８８９４万８８１０円と前年度に比較し８１７７万３４９２円の増となっている。 

 

 キャッシュフロー計算書の業務活動は１億５２１７万８４９１円、投資活動は△２７９０万８６３０円、財務活動

は△５５２４万２５２８円であり、現金増減額は６９０２万７３３３円である。投資活動、財務活動の損失分を業務

活動で補い、期末の現金残高が５億３３９３万３５０８円と前年度に比較し６９０２万７３３３円の増となっている。

財政的には健全である。 
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５ 財産及び基金 
 

 公有財産 

 

土地では、主に国土調査の成果による３４２４.７４㎡増である。建物のうち木造は、庄屋まるはち土蔵解

体により延べ床面積１３４．５５㎡の減、非木造は給食センター新設による増と森上住宅解体による減などに

より延べ面積が８５６.８５㎡の増となっている。 

 

基  金 

基金の３０年度末残高は１５億４１３５万１８２円で、前年度末現在高より９５７６万７５３５円の減である。各

基金とも定期預金で管理されており、定期預金の本数は３８本である。それぞれに利率見積もりを徴して、

最高利率の金融機関を選択している。また、ペイオフ対策として金融機関からの借入額とのバランスも考慮

されているとのことである。 

平成３０年度中に基金から一般会計に繰り入れを行った基金は４億２９１１万円であり、その内訳は、財政

調整基金１億８５００万円、ふるさと白馬村を応援する基金２億２２１０万円、福祉基金１２１万円、スポーツ拠

点づくり基金８０万円、義務教育施設整備基金２０００万円である。 

ふるさと白馬村を応援する基金から繰り入れた２億２２１０万円は、基金積み立ての目的に応じた事業に

充当され、スポーツ振興事業ほか４事業へ５２４０万円、環境保全事業として観光安全浄化対策事業ほか８

事業へ８５４０万円、国際交流事業として海外観光客受皿整備事業ほか５事業へ１３５０万円、教育力向上

事業として学校給食センター建設事業ほか４事業へ３７７０万円、白馬高校の魅力化・国際化事業として白

馬高校支援事業ほか１事業へ３３１０万円である。 

また、財政調整基金１億８５００万円、デイサービスセンター２階トイレ改修工事に福祉基金から１２１万円、

マウンテンバイク大会補助金にスポーツ拠点づくり基金８０万円、学校給食センター建設事業に義務教育

施設整備基金２０００万円を繰り入れ、適正に支出されていることを認めた。 

平成３０年度中に基金へ積み立てを行った金額は２億７３４７万３８１８円である。内訳は、一般会計が２億

７３３４万２４６５円、国民健康保険事業勘定特別会計が１３万１１５２円、下水道事業特別会計が２０１円であ

る。 

 

 

６ 現地確認等 
 

事業内容により抽出し、工事箇所及び施設を確認したものは次のとおり。 

・青鬼地区重要伝統的建造物群保存事業 

  担当係長より説明を受け、修理・修景を確認。 

・コミュニティ推進事業 

担当係長及び地元役員より説明を受け、新田区コミュニティセンター（公民館）を確認。 

・村道改良起債事業 

村道０１０５号線 飯森～八方の舗装修繕及び村道０１０７号線 八方の村道改良の現地を

確認。 

・北尾根高原スノーピーク グランピング施設 

  観光課長、担当者及び事業者より説明を受け、現地と施設を確認。 

・森林整備事業 

  森林台帳システム導入について、農政課長及び担当者より説明を受け、確認。 
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７ 総括 

 

(1) 一般会計・特別会計総括 

 

＜決算概要＞ 

①決算規模と収支状況 

  一般会計は、歳入総額が７０億５２３５万２９８３円（前年度比５億９８９３万９４０円、9.3%の増）、歳出総

額が６９億７７６９万９０７８円（前年度比７億６２３２万２７４９円、12.3%の増）で、歳入歳出差引額７４６５万

３９０５円（前年度比１億６３３９万１８０９円、68.6%の減）から翌年度へ繰り越すべき財源１０３３万１０００円

（前年度比１億１４４３万３０００円、91.7%の減）を控除した実質収支額は６４３２万２９０５円（前年度比  

４８９５万８８０９円、43.2%の減）の黒字決算となっている。しかしながら、単年度収支は４８９５万８８０９円

の赤字、実質的な黒字要素及び赤字要素を加味した実質単年度収支も２億３３２２万６３３０円の赤字と

なっている。 

財源別歳入においては、自主財源が 39.4%、依存財源が 60.6%となっており、対比すると依存財源が

21.2 ポイント上回っている。また、一般財源は 61.4％、特定財源は 38.6%となっている。 

  歳出の性質別経費の状況は、人件費や公債費等の義務的経費が、公債費増などにより前年度比

5.1%の増となり、投資的経費も学校給食センター建設による普通建設事業費の大幅増により前年度比

107.6%の増となっている。その他の経費は、補助費（広域でのごみ処理施設建設等による負担金）減な

どにより 3.2%の減となっている。 

次に４つの特別会計の総計決算額は、歳入総額が２０億５０６９万２８３４円（前年度比１億７３５６万  

５５７２円、7.8%の減）、歳出総額が１９億９７４５万１３０２円（前年度比１億８００２万２１９０円、8.3%の減）

で、歳入歳出差引額は５３２４万１５３２円（前年度比６４５万６６１８円、13.8%の増）、実質収支額も同額

であり、いずれも黒字となっている。 

  一般会計、特別会計の総計決算額は、歳入が９１億３０４万５８１７円（前年度比４億２５３６万５３６８円、

4.9%の増）、歳出が８９億７５１５万３８０円（前年度比５億８２３０万５５９円、6.9%の増）となっている。形式

収支は１億２７８９万５４３７円（前年度比１億５６９３万５１９１円、55.1%の減）となり、翌年度へ繰り越すべ

き財源を控除した実質収支も１億１７５６万４４３７円（前年度比４２０５万２１９１円、26.3%の減）となってい

る。 

 

②財政構造の状況 

  一般会計の決算状況を主な財政分析指標で見ると、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は前

年度より 4.6 ポイント上がって 81.2%となっている。70%台が適正値とされており、注視すべきである。公

債費負担比率も前年度より 1.0 ポイント上がって 13.4%となっている。この比率が高いほど財政運営の

硬直性が高まることとなり、15%が警戒ラインとされている。実質公債費比率（単年度数値）は前年度より

2.5 ポイント上がって 11.3%となっている。これは長野県神城断層地震による災害復旧事業債の元金償

還開始や下水道事業特別会計への繰出金の増などによるもので、実質公債費比率（3 か年平均数値）

も 0.5 ポイント上がって 9.9%となっている。将来負担比率は前年度より 29.2 ポイント上がって 65.4%と大

幅に増えている。これは地方債現在高の増及び基金残高の減が要因であり、今後の指数動向に要注

意である。財政力指数は前年度より 0.005 ポイント改善されて 0.452 となっている。 

 

③基金の運用状況 

  決算年度中の運用を見ると、地方自治法第 233 条の 2 の規定による積立金６０００万円、新規積立

金２億７１９７万１０５８円、利子に基づく積立金１３７万１４０７円、取崩し金額が４億２９１１万円となってお

り、一般会計の年度末基金残高は、１５億４１３５万１８２円で前年度比９５７６万７５３５円の減となってい

る。 

   主な基金残高は、財政調整基金が６億４７７３万３１５円（前年度比１億２４２６万７５２１円の減）で、前

年度の余剰金処分として６０００万円を積み立てたが、一般会計へ１億８５００万円繰り入れにより減とな

っている。減債基金２億１６９９万６１８９円（前年度比２１万６６５４円の増）、福祉基金１億２１６１万２０００

円（前年度比１２１万円の減）、ふるさと白馬村を応援する基金のスポーツ振興事業が１億４３９４万   
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５７４５円（前年度比２２１５万７０４１円の増）、環境の保全事業が１億７４４万７４２７円（前年度比２７５２万

２０９１円の減）、白馬高校魅力づくり事業が１億７２２万１７５円（前年度比１８５６万５６１２円の増）などで

ある。 

  また、特別会計の基金残高は、１億６２４８万６８７２円で前年度比１３万１３５３円の増となっている。主は、

白馬村国民健康保険財政調整基金１億６２２８万４３４１円（前年度比１３万１１５２円の増）である。 

  基金残高総計は、１７億３８３万７０５４円で前年度比９５６３万６１８２円の減となっている。 

 

④地方債の状況 

  決算年度中の状況は、新規発行額が１２億５０３６万５０００円、元金償還が５億４４５６万７６６８円、一

般会計の年度末地方債残高は、７０億３万８３７４円（前年度比７億５７９万７３３２円、11.2%の増）となっ

ている。主な新規発行は、学校給食センター建設事業が６億１９０万円、道路新設改良事業が２億   

２１６０万円、ごみ処理施設建設が１億３６１０万円、臨時財政対策債が１億８３２６万５０００円などである。 

 

 

＜意見及び要望＞ 

 わが国の景気は、依然として足踏み状態にあるが、総じて緩やかな回復基調が続いている。 

 急激に進行する人口減少や少子高齢化、それに伴う経済の縮小など村政運営は大変難しい舵取り

が求められるが、「白馬村第５次総合計画」・総合戦略の重要業績指標で定めた目標の達成に向けて、

村づくりを推進されることを願うとともに、適正かつ公平な課税と積極的な徴収による税収の確保と徴収

率の向上に期待しています。限られた財源及び行政資源を最大限に生かし、「事業の選択と集中」、

「多様な財源の活用」等により、一層の効率的かつ効果的な事業執行と健全財政の堅持、持続可能な

財政運営に努められることを望みたい。 

 一般会計の不納欠損額は５１２８万９００９円、特別会計の不納欠損額は６１７万３５１０円、不納欠損

額総計は５７４６万２５１９円となっている。公平・公正な負担が大原則ですが、未納者の状況を調査、把

握した上で、明らかに回収が不可能な不良債権については、地方税法等に基づいた運用により適正

な処理を行ってください。健全な債権の回収に注力するためにも、一定の整理は必要と考えます。 

 当面は、厳しい行財政運営が続きますが、複合施設としての新図書館建設計画もあり、「公共施設等

の適正管理」への対応が大きな課題です。早めの議論と中・長期的な計画づくりによる平準化した予算

規模による事業推進を望みたい。 

 

 「主要な施策の成果説明書」は、決算書を補足し、主な事業毎の決算審査説明資料となっており、事

業費額の記載方法について下記事項を検討されたい。 

１．事業費額の記載は、決算額欄に記載されている金額が、容易に確認できるよう配意いただきたい。

具体的には、事業区分毎の事業費額の合計が、決算額と一致するよう記載する。主要な事業費

の合計が決算額と不一致の場合には、差額を「その他」等で調整する。 

２．財源内訳（円）の国県支出金、地方債、その他についても内訳を記載していただきたい。 

理由ですが、 

１．「主要な事業費の掲載」だけでは、決算額が確認できない。また、実績・成果欄に事業費が一切

記載されていない事業も多々見受けられ、個々の事業費の把握が不明である。 

２．決算書で決算額が容易に確認できる事業もあるが、決算書では確認が難しい事業も多く、解かり

にくい。 
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(2) 水道事業会計総括 

 

＜事業概況＞ 

 事業実績は、平成３０年度末における給水口数は 5,493 口（前年度比 59 口の増）、年間総配水量は

2,852,277 ㎥（前年度比 57,555 ㎥の増）となっている。有収水量は 1,329,365 ㎥（前年度比 36,571 ㎥

の増)となり、有収率も前年度より 0.35 ポイント上がって 46.61%となっている。 

 経営成績ですが、営業収益は２億８１３２万８８１９円（前年度比１３３５万２９７１円、5.0%の増）、営業費

用は２億２４６１万３０７３円（前年度比１２９２万７０３９円、5.4%の減）となり、差引営業利益は５６７１万  

５７４６円（前年度比２６２８万１０円、86.3%の増）となっている。営業外収支は、営業外収益は３１３７万 

３４７６円（前年度比２３２万１８７２円、6.9%の減）、営業外費用は１２７１万７３２３円（前年度比１８４万  

８２２９円、12.7%の減）となり、経常利益は７５３７万１８９９円（前年度比２５８０万６３６７円、52.1%の増）と

なっている。これらの結果、当期純利益は７４６６万５５７９円（前年度比２６１５万１６０７円、53.9%の増）と

なっている。 

 財務状態は、短期流動性を示す流動比率は前年度より 205.7 ポイント上がって 801.9%となっている。

流動比率は、短期債務に対する支払能力を表し、流動性を確保するためにも 200%以上が理想とされ

ている。長期の健全性を示す固定資産対長期資本比率は前年度より３ポイント下がって 81.3%となって

いる。固定資産対長期資本比率は、固定資産の調達が資本金、剰余金及び固定負債の範囲内で行

われるべきものであり、すくなくとも 100%以下で、かつ低いことが望ましいとされている。 

 

＜意見及び要望＞ 

 水道事業の経営、財務状況については、経営状況即ち収益性は概ね良好で、財務状況においても、

流動性、健全性が概ね確保されている。 

 しかしながら、今後、水道事業を取り巻く環境は非常に厳しく、少子高齢化に伴う人口減少や節水型

社会の定着等により給水量が減少傾向となることが予想される。一方で、老朽化した施設や給配水管

改良への設備投資費用の増加が確実に見込まれ、耐震化という課題もかかえており、長期展望に立っ

た経営が必要不可欠です。水道料金の確実な徴収、一層の経営の効率化、財務の健全化に格別な

配意を望みたい。 

 日常的には「安全かつおいしい水」の提供に努めていただくとともに、長期的な水の安定供給という観

点から、今後とも適切な判断のもと、必要・十分な対策が確立されることを希望し、意見とします。 

 

以上 

 

 


